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保護者の皆様へ 

 

鶴居村教育委員会教育長 村上明寛  

 

   学校における新型コロナウイルス感染症対策について 

 

保護者の皆様には、日ごろから学校教育活動に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。 

また、学校の新型コロナウイルス感染症への対応についても、御理解と御協力をいただき重ねて感謝

申し上げます。 

さて、全国的に新型コロナウイルスの新規感染者が減少傾向にあることなどから、北海道では、この

たび、感染症対策のレベル分類を「レベル２」から「レベル１」に移行しました。これに伴い、これま

での感染症対策がやや緩和されることとなり、村内各小中学校でも、学校教育活動における感染症対策

について、２月２０日（月）から、次のとおり変更する事項がありますので、お知らせします。 

学校では、引き続き、文部科学省の「衛生管理マニュアル」に沿って、感染症対策に取り組みながら

教育活動を進めてまいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 学校における感染症対策 

(1) 村内各校では、引き続き、文部科学省の「衛生管理マニュアル」に沿って、児童生徒・教職員の

基本的な感染症対策（マスク着用、手洗いの励行、健康観察など）に取り組みながら教育活動を進

めます。 

(2) 保護者の皆様には、特に次のことをお願いします。 

・ 児童生徒が新型コロナウイルス感染症の陽性とされた場合には、これまでと同様に出席停止と 

なります。 

・ 同居する家族などが新型コロナウイルス感染症の陽性とされ、児童生徒本人は濃厚接触者とさ 

れた場合も、これまでと同様に出席停止となります。 

・ 児童生徒本人に発熱や咳等の症状がある場合は、症状が消失するまで出席停止となります。 

・ 児童生徒と同居する御家族に発熱や咳等の症状がある場合、これまでは登校しないこととして 

いましたが、今後は、児童生徒本人に症状がなければ登校できます。 

 なお、この場合で、感染に不安があり、欠席する場合は学校にご相談ください。 

・ 児童生徒が医師や保健所の指示で、ＰＣＲ検査や抗原検査を受検することとなった場合は、こ 

れまで同様、速やかに学校へ御連絡いただくようお願いいたします。なお、このような場合には、 

児童生徒本人は登校させないよう引き続きお願いいたします。 

(3) マスクの着用については、様々な報道がされていますが、現時点では、対応に変更はありませ

ん。今後も、国や道教委の対策に沿って対応していきますので、変更が生じた場合は、改めてお知

らせいたします。 

なお、３月に実施予定の卒業式に限っては、２（３）に記載のとおりです。 

 

２ 今後の教育活動 

  各校では、今後、次のように教育活動を進めていきます。詳しくは、各校から別に連絡します。 

(1) 授業 

授業などは、予定通り進めていきます。感染リスクが高いとされている活動（児童生徒が接触し



たり、密集したり、向かい合って発声するなどの活動）についても、感染症対策を講じながら実施

していきます。 

 (2) 部活動 

部活動は、感染症対策を講じながら実施します。 

また、大会への参加に当たっては、主催者等の感染防止対策を厳守します。 

 (3) 学校行事 

学校行事は、感染症対策を講じながら、実施します。 

なお、３月の卒業式については、国や道教委の対策に沿って、次のとおり実施します。詳しく 

は各校からお知らせします。 

■３月の卒業式におけるマスクの取扱い等について 

 １ 基本的な考え方 

  〇児童生徒及び教職員は、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とします。 

  〇来賓や保護者等にはマスクの着用を求めることとし、座席間の距離を確保します。 

 ２ 式辞、祝辞、卒業証書授与、送辞・答辞 

  〇教職員、児童生徒はマスクを外すことを基本とします。 

  〇壇上で式辞や祝辞を述べる際には、校長・来賓もマスクを外すことを基本とします。 

 ３ 国歌・校歌斉唱、合唱、呼びかけ等 

  〇児童生徒や教職員はマスクの着用など一定の感染症対策を講じた上で実施します。 

 ４ 留意事項 

  〇児童生徒本人や卒業式に参加を予定している保護者等は、発熱に限らず咽頭痛や咳等、

普段と異なる症状がある場合は、卒業式に参加できません。当日の健康状態にご留意 

をお願いします。 

  〇会場では換気を実施します。 

〇参加される保護者等の皆様には、マスクの着用、手指消毒・手洗い等の感染症対策に 

ご協力をお願いします。 

  〇参加者の座席の間隔をとるため、学校によっては、会場設営の関係から参加人数を制 

限させていただくことがあります。 

  〇基礎疾患があるなど様々な事情からマスクの着用を希望したり、健康上の理由からマ 

スクの着用ができない児童生徒もおりますので、御理解をお願いします。 

〇学校や教職員が児童生徒に対してマスクの着脱を強いることは行いません。児童生徒 

の間でもマスク着用の有無による差別・偏見等がないよう指導しますので、御理解を 

お願いします。 

 


